
人材問題〈採用・定着〉の一手に！
助成金を使って労務環境の改善を図りませんか？

・人材開発支援助成金

・キャリアアップ助成金

その2



政府公式動画 https://youtu.be/Xk5o3VSWCHk?feature=shared

https://youtu.be/Xk5o3VSWCHk?feature=shared


人材開発支援助成金 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf

厚生労働省公式ご案内より

人材開発支援助成金は、

事業主等が雇用する労働

者に対して、職務に関連した

専門的な知識及び技能を

習得させるための職業訓練

等を計画に沿って実施した

場合等に、訓練経費や訓練

期間中の賃金の一部等を

助成する制度です

どんな助成金
ですか？

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf


人材開発支援助成金 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf

厚生労働省公式ご案内より

※１ 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の
助成率。
※２ 非正規雇用の場合の助成率。
※３ 正社員化した場合の助成率。※４ 国内の大
学院を利用した場合に助成
※５ 有給休暇の場合のみ助成
※６ 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改
定前後の賃金を比較して５％以上上昇している場
合、又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定
した上で、訓練修了後に訓練受講者に対して 当該
手当を支払い、かつ、当該手当の支払い前後の賃
金を比較して３％以上上昇している場合に、助成率
等を加算
※ ７ 令和８年度末までの時限措置

助成金の
金額は？

経費助成は45％～75％

を助成されます。また賃金

の助成もあります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf


人材開発支援助成金 https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf

厚生労働省公式ご案内より

事業者の要件

□申請事業主（助成金を受給しようとする者）は、雇用保険適用事業所の事業主であること

□対象労働者（訓練を受講する者）は、申請事業主が設置する雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者であること

□申請事業主は、研修や人事の担当課長等を職業能力開発推進者として選任していること

（職業能力開発推進者を選任していない場合は、計画届を提出する日までに選任してください）

□申請事業主は、事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること

（事業内職業開発計画を策定・周知していない場合は、計画届を提出する日までに策定・周知してください）

□訓練開始日の１か月前までに計画届を労働局に提出すること

□申請事業主が訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払うこと

□申請事業主が支給申請日までに訓練経費を全額負担すること

□対象労働者の職務に直接関連する訓練であること

□訓練時間数が10時間以上の訓練であること

□①OFF-JTを行うこと または ②OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練を行うこと

訓練内容の要件 申請事業主が業務命令で対象労働者に訓練を受講させる場合

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
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人材開発支援助成金フローチャート https://www.mhlw.go.jp/content
/11800000/001310925.pdf

厚生労働省公式ご案内より

・現在の業務の延長にある資格取得への勉強は（宅建の資格など）は

→人材育成支援コース（人材育成訓練）

・現在と違い新たな分野で必要となる知識DXやGXの勉強は

→事業展開等リスキリング支援コース

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content
/11800000/001310925.pdf

厚生労働省公式ご案内より人材開発支援助成金

事業展開等リスキリング支援コースに活用事例ついて

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content
/11800000/001310925.pdf

厚生労働省公式ご案内より人材開発支援助成金

事業展開等リスキリング支援コースに活用事例ついて

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
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人材開発支援助成金

事業展開等リスキリング支援コースに活用事例ついて
https://www.mhlw.go.jp/content

/11800000/001310925.pdf

厚生労働省公式ご案内より

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
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人材開発支援助成金

申請の流れについて
https://www.mhlw.go.jp/content

/11800000/001310925.pdf

厚生労働省公式ご案内より

【ポイント】

①訓練の１か月前に
計画届を提出

②終了の２か月以内に
報告書を提出

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310925.pdf
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人材開発支援助成金

人材開発支援助成金と、キャリアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/content

/11910500/001239298.pdf

厚生労働省公式ご案内より

訓練終了後に正社員にした場合、最大89.5万円が助成
（1人当たり）

https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
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